
令和２年４月１日 

大洲市要綱第６０号 

 

大洲市森林経営管理事業費補助金等交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大洲市の適正な森林管理と林業振興のために策定された大洲市森林

経営管理事業等実施計画により事業化された施策を具体的に進めるため、事業に要した

経費に対し、大洲市補助金等交付要綱（平成２８年大洲市告示第３５号）に定めるもの

のほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で大洲市森林経営管理事業費補

助金等（以下「補助金等」という。）を交付する。 

（補助対象事業等） 

第２条 補助金等の交付対象事業（以下「補助対象事業等」という。）とその目的は、次

のとおりとする。 

⑴ 大洲市林業就業者支援給付金給付事業 市内の林業事業体への就業に対する支援を

通じて林業への就労を促すことにより、林業従事者の増大を図る。 

⑵ 大洲市木造建築住宅市産材消費拡大モデル事業 市内の工務店等が大洲市森林づく

り木造住宅建築促進事業費補助金交付要綱（平成２３年大洲市要綱第２１号。以下「木

材補助要綱」という。）により建築した木造住宅又は建築中の木造住宅について、構造

見学会又は内覧会（以下「構造見学会等」という。）にかかる経費の一部を補助するこ

とにより、市内の工務店等が建築する木造住宅の増加を目指し、もって大洲市産の木

材の消費拡大を図る。⑶ 大洲市原木椎茸販路拡大モデル事業 原木椎茸生産者に対

し、有機ＪＡＳ認証のために必要な手続に係る経費の一部を補助することにより有機

ＪＡＳ認証取得を支援し、原木椎茸の付加価値をつけることにより、価格の向上を図

り、原木椎茸生産者の増加とそれに伴うナラ・クヌギ林等の適正な管理を目指す。 

⑶ 大洲市環境林整備事業 森林所有者の自助努力によっては適正な整備が期待できな

い条件不利地等における森林整備を支援し、森林の公益的機能の増進を図る。 

⑷ 大洲市林道整備事業 未整備森林等を有する林道の維持修繕等に要する経費を補助

することにより、未整備森林を適正に管理し、林業の作業環境の改善を図る。 

⑸ 大洲市林業経営支援モデル事業 森林整備の作業効率及び安全性の向上を目的とし

て自伐林家及び認定林業事業等が行う高性能林業機械等の導入を支援し、林業経 

営の採算性の向上に伴う森林整備の規模拡大、ひいては未整備森林の減少を目指す。 

⑹ 大洲市小規模林業事業 未整備森林で実施する森林整備等を、市内の小規模林業事

業者に発注することを支援することにより、林業従事者の増加や未整備森林の整備を

目指す。 

２ 前項に掲げる補助対象事業等の交付対象者（第１１条に規定する委任を受けたものを



含む。以下「交付対象者」という。）は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、別表第１

に規定する者とする。 

⑴ 納期の到来した市税（別表第１⑵にあっては、前住居地に係る直前１年間の市区町

村税）に滞納がない者 

⑵ 大洲市暴力団排除条例（平成２３年大洲市条例第２２号）第２条に規定する暴力団、 

暴力団員若しくは暴力団員等又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有しな

い者 

３ 交付要件及び補助金額等は、別表第１及び別表第２のとおりとする。 

（補助金等の交付申請） 

第３条 交付対象者が、補助金等の交付を受けようとするときは、大洲市森林経営管理事

業費補助金等交付申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金等の交付決定） 

第４条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と

認めたときは、必要な条件を付して、予算の範囲内で補助金等の交付を決定し、速やか

に交付対象者に通知するものとする。 

（補助事業の変更承認申請） 

第５条 前条の規定により補助金等の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、補助金等の交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）について、次の各号

のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじめ大洲市森林経営管理事業

費補助金等変更承認申請書（様式第２号）を市長に提出し、その承認を受けなければな

らない。 

⑴ 補助事業の内容（ただし、第２条第１項第５号の事業については、翌年度への事業 

繰越を含む。） 

⑵ 補助金等交付決定額の増減 

（実績報告） 

第６条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに大洲市森林経営管理事業費

補助金等実績報告書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金額の確定） 

第７条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を精査し、必要

に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金等の額を確定し、その旨を補助事業

者に通知するものとする。 

（補助金等の請求） 

第８条 前条の規定により補助金等を請求しようとするときは、大洲市森林経営管理事業

費補助金等請求書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金等交付） 

第９条 市長は、前条の規定による補助金等請求書を受理した場合は、補助金等を交付す



るものとする。 

（補助金等の交付条件） 

第１０条 補助事業者は、補助事業の収支を明らかにした書類を整備し、補助事業終了の

年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

（交付申請等の委任） 

第１１条 別表第１⑴に規定する交付対象者たる森林所有者は、補助金等の交付申請及び

請求並びに受領に関する手続事務を委任状の提出により、森林組合長等に委任すること

ができる。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年４月１日大洲市要綱第７２号） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年６月１５日大洲市要綱第１１３号） 

 この要綱は、令和４年６月１５日から施行する。 

附 則（令和５年４月１日大洲市要綱第３２号） 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年４月１日大洲市要綱第５３号） 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

 

 



別表第１（第２条関係） 

事業名 交付対象者 交付要件 補助金額等 

⑴大洲市林業就

業者支援給付金

給付事業 

大洲市内に本

拠を置き、県

外在住者に対

する求人を行

っている認定

林業事業体

（林業労働力

の確保の促進

に関する法律

（平成８年法

律第４５号）

第５条第３項

の規定により

愛媛県知事が

認定した事業

体をいう。以

下この表にお

いて同じ。） 

次に掲げる全てに該当する者を

常用雇用労働者（雇用保険法（昭和

４９年法律第１１６号）第４条第１

項に規定する被保険者等で１週間

の所定労働時間が３０時間以上の

ものをいう。以下この表において同

じ。）として新規に雇用した認定林

業事業体に対し、就業支度金、新生

活支援金を給付する。 

１ 次に掲げる項目のいずれか

に該当する者 

⑴ 林業に就業することを目的

として、令和５年１０月１日か

ら令和１１年３月３１日まで

に大洲市外から大洲市へ転入

届を提出した者 

⑵ 高等学校等を卒業後の職歴

がなく、初めての就業先が交付

対象者となる大洲市内に在住

している者 

２ 雇用した年度の末日におい

て５０歳未満である者 

３ 生活費の確保を目的とした

国の事業による補助金等の交

付を受けていない者 

 上記に定めるもののほか、愛媛

県林業就業支援事業実施要領及び

愛媛県林業就業支援事業費補助金

交付要綱の規定を準用する。 

１ 就業支度金 

⑴ 給付金額 

ア 移転料 別表第２

に掲げる額。ただし、

交付要件１⑵に該当

する者は、給付の対象

とはならない。 

イ 就業準備金等 ３

５８千円。ただし、交

付要件１⑵に該当す

る者は、４１５千円。 

⑵ その他 

ア 新規雇用後、直ちに

給付する。 

イ 常用雇用労働者１

名につき１回のみ。 

２ 新生活支援金 

⑴ 給付金額６８０千円 

⑵ その他 

ア 新規雇用から６か

月を経過し、引き続き

雇用を継続している

場合に給付する。 

イ 常用雇用労働者１

名につき１回のみ。 

３ その他 

上記１、２は原則として使

途は定めない。 

⑵大洲市木造建

築住宅市産材消

費拡大モデル事

業 

大洲喜多地産

地消の家づく

り協議会に登

録する市内に

交付対象者が、次に掲げる全てに

該当する木造住宅の構造見学会等

を開催した場合。 

⑴ 木造補助要綱により建築し

１ 補助率２／３ 

２ 補助金額上限額 

２００千円 

３ 対象経費 



事業所等のあ

る工務店及び

建設会社等 

た住宅又は建築中の住宅であ

ること。ただし、建築中の住宅

については、木造補助要綱で定

める事業計画の承認を受けた

ものに限る。 

⑵ 構造見学会等を開催する旨を

広く市民へ周知する方法をとるこ

と。（新聞折り込み広告、エリア

内郵便等） 

内覧会開催に必要な消耗

品、折込手数料、広告作成

費、施主謝礼等 

４ その他 

⑴ １棟当たり２回を上限

とする。 

⑵ 施主謝礼に係る補助金 

の上限額は１００千円

とする。 

⑶大洲市環境林

整備事業 

森林所有者か

ら森林整備の

委託を受け

た、意欲と能

力のある林業

経営者。ただ

し、当市で経

営管理実施権

の設定を受け

ることを希望

する経営者に

限る。 

１ １施業地の面積が０．１ヘクタ

ール以上の林分において、次に掲

げる方法により実施した施業

。（交付対象者の所有林におけ

る施業は除く。） 

  １２齢級以下の人工林である

スギ、ヒノキの林分における適正

な密度管理を目的として行う不

用木の除去及び倒木のおそれが

あると認められる樹木や侵入竹

の除去、不良木の淘汰。 

２ 施業の着手前に、市、森林所

有者、交付対象者の三者による

森林整備に関する協定を締結す

ること。 

市長が別に定める標準単価

（ヘクタール当たり）に施業

面積を乗じた額。（千円未満

切捨て） 

⑷大洲市林道整

備事業 

 

林道の管理者

又は森林組合

等林業事業体 

未整備森林を有する林道規程

（昭和４８年４月１日付け４８林

野道第１０７号林野庁長官通知）

第７条に規定する林道台帳（以下

「林道台帳」という。）に登載

（登載予定のものを含む。）され

ている林道において、維持修繕等

の整備に係る必要な経費。 

１ 対象経費 

  維持修繕費、出来形図面

作成等経費（林道台帳に登

載予定のものに限る。） 

２ 補助金額 

⑴ 維持修繕費 

   大洲市と締結された

「農林道維持修繕作業委

託契約書」による作業単

価、「単価契約書」によ

る物品単価及びその他市



長が認めた単価をそれぞ

れ積算した額。 

⑵ 出来形図面作成等経費 

   大洲市で定める設計基

準単価（技術者基準日額）

により積算した額。 

３ 補助金額の上限額 

⑴ 維持修繕経費 

   １路線ごと１キロメー

トル当たり１００万円を

限度とする。 

⑵ 出来形図面作成等経費 

   １路線ごと１キロメー

トル当たり３０万円を限

度とする。 

⑸大洲市林業経

営支援モデル事

業 

 

・市内に住所

有する自伐林

家で、年間１

００立方メー

トル以上の素

材生産量（見

込みを含む。）

を扱う者 

・市内に事業

所を有する認

定林業事業体

又は意欲と能

力のある林業

経営者 

 

 

 

 

 

１ 自伐林家等経営支援 

⑴ 国及び県補助事業の対象と

ならない林業機械の中古購入

（分割支払に限る。）又はリー

ス・レンタル（以下「購入等」

という。）で、見積金額が ５

００千円以上であること。 

⑵ 申請は、世帯又は事業体を単

位とする。 

⑶ 同年度間に重複して補助を

受けることはできないものと

する。 

⑷ 事業完了年度の翌年度から

起算して５年間は、他者の所有

林を自伐林家は毎年０．２ヘク

タール以上、認定林業事業体等

は毎年２．０ヘクタール以上整

備することを計画しているこ

と。 

⑸ 過去に当事業で補助を受け

 

１ 補助率等 １／３以内

（千円未満切捨て）。ただ

し、回送料及び消費税（課

税事業者に限る。）は、補

助対象外。 

２ 補助金上限額 年間５０

０千円。（５年間まで申請

することができる。） 

３ その他 

 詳細については、別途運

用規定による。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

・市内に事業

所を有する認

定林業事業体

又は意欲と能

力のある林業

経営者 

た者が新たに申請する場合は、

⑷に定める計画の実施が確認

できること。 

２ 未整備森林施業条件整備 

⑴ 国及び県補助事業の対象と

ならない林業機械の購入で、見

積金額が ５，０００千円以上

であること。ただし、中古購入

は補助対象としない。 

⑵ 同年度間に重複して補助を

受けることはできないものと

する。 

⑶ 事業完了年度の翌年度から

起算して５年間は、他者の所有

林を毎年５．０ヘクタール以上

整備することを計画している

こと。 

⑷ 過去に当事業で補助を受け

た者が新たに申請する場合

は、⑶に定める計画の実施が

確認できること。 

 

１ 補助率等 １／３以内

（千円未満切捨て）。ただ

し、消費税（課税事業者に

限る。）は、補助対象外。 

２ 補助金上限額 ８，００

０千円。 

３ その他 

 詳細については、別途運用

規定による。 

⑹大洲市小規模

林業事業 

 

当市に主たる

事務所を置く

意欲と能力の

ある林業経営

者。ただし、

広く個人に対

し施業・安全

講習を実施す

る事業者に限

る。 

１ 担い手確保実証事業 

⑴ 施業講習会を開催し、伐木技

術を有する人材を育成するこ

と。また、講習会を開催する森

林を確保すること。 

⑵ 講習会に必要な器具・安全装

備を購入し貸与すること。 

⑶ 未整備森林における事業委

託先リストを作成すること。 

 

 

 

 

 

 

１ 補助率等 

⑴ 市長が別に定める標準

単価に講習回数・面積を

乗じた額。（千円未満切

捨て） 

⑵ 実行経費 

⑶ リスト登録者が購入す

る安全装備等の購入費用

の２／３以内 

２ その他 

 詳細については、別途運

用規定による。 

 



 

２ 事業地確保事業 

⑴ 未整備森林の所有者から事

業の同意を取得し、担い手対策

事業の施業地を確保すること。 

⑵ 作業計画を作成し、事業の発

注・管理・出来高を確認するこ

と。 

 

３ 担い手対策事業 

⑴ 未整備森林の管理事業を委

託先リスト登録者に発注する

こと。 

 

⑵ 事業者の保険加入（労災保

険・賠償責任保険）を管理するこ

と。 

 

１ 補助率等 

⑴ 市長が別に定める標準

単価に面積を乗じた額。

（千円未満切捨て） 

 

 

 

１ 補助率等 

⑴ 市長が別に定める標準

単価に面積を乗じた額。

（千円未満切捨て） 

⑵ 実行経費 



別表第２（第２条関係） 移転料 

距離 50 ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

未満 

50 ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

以上 100 ｷﾛ

ﾒｰﾄﾙ未満 

100 ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

以上 300 ｷﾛ 

ﾒｰﾄﾙ未満 

300 ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

以上 500 ｷﾛ 

ﾒｰﾄﾙ未満 

500 ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

以上 1,000 

ｷﾛﾒｰﾄﾙ未満 

1,000 ｷﾛ 

ﾒｰﾄﾙ以上 

金額 93,000円 107,000円 132,000円 163,000円 216,000円 227,000円 

上記の金額の他、距離の区分に関わらず着後手当として 60,000円を加算する。 



様式第１号（第３条関係） 

 

    年度大洲市森林経営管理事業費補助金等交付申請書 

 

    年  月  日 

 

大洲市長         様 

 

住   所 

名   称 

代表者氏名 

 

    年度大洲市森林経営管理事業を下記のとおり実施したいので、大洲市森林経営管

理事業費補助金等交付要綱第３条の規定により、補助金等の交付を申請します。 

 

記 

 

事業名 事業量 補助申請額 摘要 

    

    

注１ 事業名については、別表第１に掲げる事業名を記載すること。 

注２ 事業量については、別表第１に対応した数量、人数等を記載すること。 

注３ その他、市長が必要と認める書類等を提出すること。 



別紙１－１（大洲市林業就業者支援給付金給付事業） 

申請 
番号 

就業者名 旧住所 新住所 
大洲市へ 
の転入日 

林業事業 
体へ就職 
した日 

旧住所 
から新 
住所へ 
の距離 

就業支度金 
新生活 
支援金 
Ｄ 

合計 
(Ｃ＋Ｄ) 移転料 

Ａ 
就業準 
備金Ｂ 

合計Ｃ 
(Ａ＋Ｂ) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

添付書類 

１ 就業者の住民票、履歴書の写し 

２ 就業者と認定林業事業体との雇用契約書の写し 

３ 対象就業者の居住する住宅に係る賃貸借契約書の写し（該当する場合） 

４ 前住所に係る市区町村税の未納がないことを示す証明書 

５ その他、市長が必要と認める書類等 

  



別紙１－２（大洲市木造建築住宅市産材消費拡大モデル事業） 

申請
番号 

内覧会を実施
した施主 

内覧会開催に要した経費 

補助率 Ｆ 

補助金額 
(Ｅ×Ｆ) 
限度額 
200千円 

施主謝礼 
限度額100千
円 Ａ 

広告作成費 
Ｂ 

広告折込料 
Ｃ 

その他経費 
Ｄ 

合計 Ｅ 
(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ) 

     

 

  

 

 

 

 

添付書類 

１ その他、市長が必要と認める書類等 

  



別紙１－３（大洲市環境林整備事業） 

申請 
番号 

森林所有者名 
施 業 地 施業面積 (ha) 

Ａ 
標準単価 (円) 

Ｂ 
補助金額 (円) 

Ａ×Ｂ 
備 考 
（林小班） 大字 地番 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

合 計       

※１ 「施業面積」は、ha単位で小数点以下第２位まで記入する。（小数点以下第３位切捨て） 

※２ 「補助金額」の算定は、申請番号毎に上表のＡ×Ｂ×Ｃとする。（千円未満切捨て） 

 

  



別紙１－４（大洲市林道整備事業） 

番号 路線名 作業内容 
 

金額（円） 林道所在地 摘要 
    

 
 

         

 
 

         

 

 
         

 
 

         

 
 

         

合計         

添付書類等 

１ その他、市長が必要と認める書類 

  



別紙１－５（大洲市林業経営支援モデル事業） 

区 分 林業機械名 型式・規格等 購入等金額 補助金額 

   円 円 

     

※１ 区分欄には、事業メニューを記入すること。 

※２ 金額欄については、課税事業者は消費税抜きで記入すること。 

 

添付書類 

１ リース等をする機械の見積書（２社以上・写）及びカタログ 

２ リース等の後に素材生産、造林や保育を実施する森林の所有者との協定書、又は同意書等の案 

３ その他、市長が必要と認める書類等 

  



別紙１－６（小規模林業事業：総括表） 

事業名 メニュー 事業量 事業費 補助金額 備考 

担い手確保実証事業 

講習森林確保  円 円  

施業講習会  円 円  

安全装備品等購入補助  円 円  

事業地確保事業   円 円  

担い手対策事業   円 円  

その他 諸経費  円 円  

合 計  円 円  

添付書類等 

１ 別紙１－９－１、１－９－２、１－９－３ 

２ その他、市長が必要と認める書類  



別紙１－６－１（小規模林業事業：担い手確保実証事業） 

番号 メニュー 
事業単価 

Ａ 

事業量 

Ｂ 

補助金額 Ｃ 

Ａ×Ｂ 
備 考 

１ 講習森林確保 円  円  

２ 施業講習会 円  円  

３ 安全装備品等購入補助 円  円  

合 計 円  円  

 

１ 講習森林確保 

番号 森林所有者名 
講習会開催地番 同意面積 

Ａ 
標準単価 

Ｂ 
補助金額 
Ａ×Ｂ 

備 考 
（林小班） 大字 地番 

    ha 円 円  

    ha 円 円  

    ha 円 円  

    ha 円 円  

    ha 円 円  

合 計   ha 円 円  



２ 施業講習会 

講 習 会 

開催月日 

講習会開催に要した経費 
備品等購入費 

Ｅ 補助金額合計 

Ｄ＋Ｅ 
備 考 

講師費用 
Ａ 

保険等 
Ｂ 

参加人数 
Ｃ 

講習経費計 Ｄ 
Ａ＋Ｂ×Ｃ 

備品名 価格 

 円 円 人 円  円 円  

 円 円 人 円  円 円  

 円 円 人 円  円 円  

 円 円 人 円  円 円  

 円 円 人 円  円 円  

 円 円 人 円  円 円  

 円 円 人 円  円 円  

 円 円 人 円  円 円  

 円 円 人 円  円 円  

 円 円 人 円  円 円  

 円 円 人 円  円 円  

 円 円 人 円  円 円  

 円 円 人 円  円 円  

 円 円 人 円  円 円  

 円 円 人 円  円 円  

合 計 円 円 人 円  円 円  



３ 安全装備品等購入補助 

区 分 事業実施主体 
補助対象経費 

Ａ 
補助率 
Ｂ 

補助金額 
Ａ×Ｂ 

備 考 

労働安全装備品整備 
 円  円  

 円  円  

小 計 円  円  

労働安全衛生器具整備 
 円  円  

 円  円  

小 計 円  円  

蜂アレルギー検査推進 
 円  円  

 円  円  

小 計 円  円  

自動注射器購入支援 
 円  円  

 円  円  

小 計 円  円  

合 計 円  円  

添付書類等 

１ 補助対象経費に係る見積書、カタログ 

２ その他、市長が必要と認める書類 



別紙１－６－２（小規模林業事業：事業地確保事業） 

申請 
番号 

森林所有者名 
施 業 地 施業面積 

Ａ 
標準単価 

Ｂ 
補助金額 
Ａ×Ｂ 

備 考 
（林小班） 大字 地番 

    ha 円 円  

    ha 円 円  

    ha 円 円  

    ha 円 円  

    ha 円 円  

    ha 円 円  

    ha 円 円  

    ha 円 円  

    ha 円 円  

合 計   ha 円 円  

※１ 「施業面積」は、ha単位で小数点以下第２位まで記入する。（小数点以下第３位切捨て） 

※２ 「補助金額」の算定は、申請番号毎に上表のＡ×Ｂとする。（千円未満切捨て） 

 

添付書類等 

１ 事業地確保済森林一覧（年度毎）を整理した書類 

２ その他、市長が必要と認める書類等



別紙１－６－３（小規模林業事業：担い手対策事業） 

申請 
番号 

受託者氏名 
施 業 地 施業面積 

Ａ 
標準単価 

Ｂ 
保険等経費 

Ｃ 
補助金額 
Ａ×Ｂ＋Ｃ 

備 考 
（林小班） 大字 地番 

    ha 円 円 円  

    ha 円 円 円  

    ha 円 円 円  

    ha 円 円 円  

    ha 円 円 円  

    ha 円 円 円  

    ha 円 円 円  

    ha 円 円 円  

    ha 円 円 円  

合 計   ha 円 円 円  

※１ 「施業面積」は、ha単位で小数点以下第２位まで記入する。（小数点以下第３位切捨て） 

※２ 「補助金額」の算定は、申請番号毎に上表のＡ×Ｂ＋Ｃとする。（千円未満切捨て） 

 

添付書類等 

１ 事業委託先リスト（案） 

２ その他、市長が必要と認める書類等 



様式第２号（第５条関係） 

 

    年度大洲市森林経営管理事業費補助金等変更承認申請書 

 

    年  月  日 

 

大洲市長         様 

 

住   所 

名   称 

代表者氏名             

 

    年  月  日付け大洲市指令第    号をもって補助金等交付決定の通知が

あった標記事業について、下記のとおり変更したいので、大洲市森林経営管理事業費補助

金等交付要綱第５条の規定により、その承認を申請します。 

 

記 

 

１ 事業の変更内容 

事業名 事業量 補助申請額 事業期間 摘要 

     

     

注１ 事業名については、別表第１に掲げる事業名を記載すること。 

注２ 事業量については、別表第１に対応した数量、人数等を記載すること。 

注３ 変更前と変更後が比較対照できるように変更部分は二段書きとし、変更前を括

弧書きで上段に記載すること。 

注４ その他、市長が必要と認める書類等を提出すること。 

 

２ 変更の理由 

 

別紙１ 補助金等交付申請に準じる様式とし、変更前と変更後が比較対照できるように

変更部分は二段書きとし、変更前を括弧書きで上段に記載すること。 

  



様式第３号（第６条関係） 

 

年度大洲市森林経営管理事業費補助金等実績報告書 

 

    年  月  日   

 

大洲市長         様 

 

住   所              

申請者 名   称              

代表者氏名              

 

    年 月 日付け大洲市指令第   号をもって補助金等交付決定の通知があった

標記事業の実績について、大洲市森林経営管理事業費補助金等交付要綱第６条の規定によ

り、下記のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 総括表 

事業名 事業量 補助金等額 摘要 

    

    

 

２ 事業内容内訳表  別紙のとおり 

（別紙については、各事業に対応した用紙を用いること。） 

 

  



様式第４号（第８条関係） 

 

年度大洲市森林経営管理事業費補助金等請求書 

 

 

年 月 日 

 

大洲市長         様 

 

 

                      住   所  

                  請求者 名   称 

                      代表者氏名 

 

 

 

 次のとおり請求します。 

 

金          円也 

 

 ただし、年 月 日付け大洲市指令第   号により補助金等交付決定のあった大洲

市森林経営管理事業費補助金等 

 

 

 

 

 

 

支 

払 

方 

法 

金融機関名  

口座種別  

口座番号  

口座名義人  

 


